
 

 

 

特例民法法人における無報酬役員に対する謝金等の調査結果について 

 

平成２２年１１月１６日 

 

【調査の概要】 

先般、国所管の財団法人において、無報酬としていながら、会長（非常勤）に「謝金」として

年間約 1,300 万円を支払っていた事実が明らかになったことから、以下の①～③のいずれかに該

当する各府省所管の特例民法法人（約 3,000 法人）において、定款又は寄附行為により無報酬と

されている役員のうち、謝金その他名目を問わず、平成 21 年度に法人から年間 200 万円以上の支

払い（ただし、交通費等実費弁償は含まない。）を受けている者の状況について調査を実施しまし

た。 

①平成 21 年 12 月１日現在、国家公務員出身者が常勤役員又は常勤職員に在籍する法人 

②平成 20 年度において、国又は独立行政法人から合計 1,000 万円以上の支出を受けた法人 

③平成 22 年 4 月１日現在、行政から何らかの権限付与のあった法人 

 

【調査の結果】 

定款又は寄附行為において無報酬とされている役員に対して年間200万円以上支払いが行われ

ているのは 30 法人に在籍する 33 人であり、その概要は別紙のとおりです。 

なお、それぞれの年間支給額は、200 万円～1,320 万円までの範囲内であり、その分布は以下のとお

りです。 

年間支給額 該当者数（法人数） うち国家公務員出身者数（法人数）

1,200 万円以上～1,400 万円未満 １人（１法人） １人（１法人）

600 万円以上～800 万円未満 １人（１法人） １人（１法人）

400 万円以上～600 万円未満 12 人（10 法人） ４人（４法人）

200 万円以上～400 万円未満 19 人（18 法人） 15 人（15 法人）

 

【対応方針】 

上記の調査結果を踏まえ、内閣府から各府省に対し、所管する各法人の定款又は寄附行為におい

て無報酬としている役員については、実費弁償のみとし、それ以外のいかなる名目による支払いも厳に

慎まれたいこと、また、役員に対価を支払う必要がある場合には、定款、寄附行為等においてその根拠

規定を整備し、適切に支給することについて指導監督するよう要請することとしています。その際、特に、

国家公務員出身者が支払いを受けていた事例については、国家公務員出身者への報酬を意図的に隠

しているのではないかといった国民の不信感を招きかねないことから、当該支払いの是非を含めた厳格

な見直しを行うことを各法人に要請するよう、内閣府から各府省に対して要請することとしています。 

 
（連絡先） 

内閣府大臣官房公益法人行政担当室 

担当：黒田、伊藤 

電話：03-5403-9520、9521 
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長
法

人
を

代
表

し
法

人
業

務
を

掌
理

非
常

勤
H

1
2
.3

.3
1

宮
内

庁
次

長

国
家

公
務

員
出

身
者

の
場

合
常

勤
・
非

常
勤

の
別

主
な

業
務

内
容

ポ
ス

ト
名

法
人

名
社 ・ 財

所
管

省
庁
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